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みどりの中の都市（CIG）の実現に向けて
「CITY IN THE GREEN」とは、江東区が目指すみどりのまちづくりを進める上で基本とな

る考え方で「都市の中のみどり」ではなく、「みどりの中の都市」をイメージしています。
具体的には、 みどりの資産を大切に守り、育てていくとともに、集合住宅での緑化や新たに

建設される高層マンションなど、 まちなかのあらゆる場所での緑化を進めることで、まち全体
がみどりに囲まれた姿をイメージしています。

また、 江東区では、みんながみどりをライフスタイルに取り入れ、みどりの豊かさを実感し
ながら、楽しく暮らしている姿もイメージしています。

敷地内の緑化は、都市環境を改善するだけでなく、 優れた景観を創ることができます。生物
多様性に配慮した緑化をすることで、 エコロジカルネットワークの形成にも役立ちます。次の
世代にみどりあふれる江東区を引き継いでいくために、積極的に敷地内の緑化に取り組んでい
ただくようお願いいたします。
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緑化計画の認定
　江東区において、250 平方メートル以上の敷地で建築行為等

（※）もしくは、一団の土地の宅地開発を行う場合は、事前に
緑化に関する計画書を区長に提出して、認定を受けなければ
なりません。ただし、用途変更、建築面積 150m2 に満たない
増築工事、大規模修繕、大規模模様替は対象となりません。
※　建築行為等

１、建築基準法第６条第１項に規定する確認を必要とする建築行為
２、建築基準法第 18 条第２項に規定する通知を必要とする建築行為

緑化基準	〈250m2 以上の敷地の建築工事の場合〉…P4 〜 P9

緑化基準〈250m2 以上の一団の土地の宅地開発の場合〉…P10
	 接道部を基準に適合するように緑化しなければなりません。

　　地上部、建築物上、接道部をそれぞれの基準に適合するよう
に緑化しなければなりません。

　１  地上部
　　　　樹木の植栽等による緑化（緑地面積と植栽本数）
　２  建築物上（建築物の壁面又は屋上等）

　　　　樹木、芝、草花等の植栽による緑化（緑地面積）
　３  接道部（建築基準法第 42 条に規定する道路に沿った敷地等）

　　　　指定の幅員以上、樹木の植栽等による緑化（緑化延長）

　１  各棟の接道部側に緑化（緑地面積）
　２  各棟に中木以上の樹木の植栽（植栽本数）

届け出の窓口
江東区　土木部　管理課　CIG推進係
住所　〒 135-8383 東京都江東区東陽 4 － 11 － 28
電話　03 － 3647 － 2079（直通）
Email　cigmidori@city.koto.lg.jp
　※　江東区へ緑化計画を提出する場合、東京における自然の保護と回復に関する条例
（平成12年12月東京都条例第216号）及び同条例施行規則（平成13年3月東京都規則第
39条）に基づく緑化計画の届出は同条例第57条に基づき江東区に一元化されており、省
略できます。

緑化計画の認定
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用語解説
この手引きで使っている用語の意味は、次のとおりです。

● 緑地……区画された天空部分で、樹木、草花若しくは地被植物の植栽による緑化を行い、緑に覆われた
土地、樹木の枝葉で覆われている土地、ビオトープ等多様な野生生物が生息するために整備された土地、
及び農菜園、花壇など植物を植栽するために整備された土地。

● 緑地（建築物上）……建築物の屋上、屋根上、ベランダ、ルーフバルコニー等の天空部分に、樹木、芝、
草花等の植栽による緑化を行った場所、樹木、地被植物等を植栽した植栽基盤、及び農菜園、花壇など
植物を植栽するために整備した場所。建築物及び工作物の外壁面に草花等の植栽、登はん等による緑化
を行った場所・面。

● 敷地面積……江東区みどりの条例施行規則で定める建築行為等における敷地面積とする。
● 法定建蔽率……都市計画法第 5 条に規定する都市計画区域内においては建築基準法第 53 条第 1 項に規定

する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいい、その他の区域内においてはその割合を 10 分の 7
とする。この場合において、建築基準法第 53 条第 3 項に規定する緩和は含むものとする。

● 総合設計制度等……建築基準法第 59 条の２、第 86 条第１項若しくは第２項又は第 86 条の２第１項に
規定する総合設計制度・一団地認定等を適用して計画する建築物、都市計画法第 12 条の５第３項に規定
する再開発等促進区 ( 地区整備計画が定められている区域に限る。）、同法第８条第１項第３号に規定する
高度利用地区若しくは同項第４号に規定する特定街区内の建築物。

● 大高木…樹高が 6m 以上の樹木（既存・植栽時とも）
● 高木……成木の樹高が 5m 以上で、植栽時に高さ 3.0m 以上の樹木。
● 中木……成木の樹高が 5m 程度で、植栽時に高さ 1.5m 以上 3.0m 未満の樹木。
● 低木……高木及び中木以外の樹木。植栽時に高さ 0.3m 以上 1.5m 未満の樹木。
● 地被植物……木本性つる植物、多年性草本植物、竹笹類、芝生及びコケ類等で、平面、法面、壁面、アーチ・

棚等を覆う植物。
● 接道部……建築基準法第 42 条に規定する道路に沿った部分。
● 接道部緑化……道路境界線から 10m までの範囲の敷地を緑化すること。ただし道路と緑地の間に遮蔽物

を設けないこと。
● 樹冠、樹冠投影面積……樹木の枝葉の広がりをいう。樹冠投影面積とは、樹冠の水平投影面積。
● 単独木……植え桝より樹冠のほうが大きい植栽をいう。（ツリーサークル）
● ビオトープ……多様な野生生物が生息するために、池や草原・岩場等を生態的に配慮して設置する自然地。
● 壁面緑化……建築物及び工作物の外壁面を緑化する場合が対象で、独立した誘引資材のみによる緑化

は含まないものとする。また、敷地境界部に近接した塀・目隠しフェンスなどの壁面に誘引資材を設
けて緑化する場合は、敷地側から適切な維持管理を行うことができ、つる植物が隣地へ越境しない形
態に限る。なお壁面に沿う誘引資材の離れは 30cm 以内とする。工作物は連続した高さ 1m 以上かつ
面積 1 ㎡以上の緑化を行えるものに限る。

● 各部の呼称

用語解説
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緑化計画認定手続きの流れ
緑化計画提出者 江東区

② 緑化計画書の提出

緑化基準適合審査

緑化計画認定

工事着手

計画内容変更

建築確認申請

緑化計画変更届

③ 緑化完了届の提出

緑化工事着手

届出内容検査

副本交付

緑化完了認定

緑化基準適合審査

緑化計画認定

副本交付

緑化工事完了

④ 緑地を適正に
維持管理

副本交付

①	事前相談
　緑化計画をスムーズに進めるため、建築計画を作成
する前に既存樹木の保全や緑化計画の内容について、
担当窓口に相談してください。

※　事前相談や緑化計画の認定に日数がかかる場合
があります。期間に余裕をもって相談にお越しく
ださい。

※　事前相談には ､ 植栽の大まかな計画を示す平面
図等をお持ちください。

※　江東区マンション建設計画の事前届出等に関す
る条例の対象となる計画の場合は、事前に当該条
例に基づく指導を受けてください。

※　江東区都市景観条例に基づく審議を予定されて
いる場合は、「都市景観専門委員会の資料作成に
向けた事前相談書」をお持ちいただき、当該審議
の前に江東区みどりの条例の緑化基準を満たす内
容でご相談ください。

②	緑化計画書の提出と認定
　建築行為等を行う前に、緑化基準に適合した緑化計画
を区に提出して、認定を受けてください。
　計画にあたっては、適切な維持管理ができるように考
慮してください。

※　変更届の提出と認定
　　認定を受けた緑化計画を変更する場合は、緑化

計画変更届を区に提出してください。

③	緑化完了届・維持管理計画書の提出と認定
　緑化が完了したときは、緑化完了届を区に提出して、
検査を受けてください。他の検査の時期との順序に決
まりはありません。

同時に維持管理計画書を提出してください。

④	緑地の維持管理
　完了した緑地は、維持管理計画書に基づき、適正に
維持管理してください。

※　緑化完了届提出の数年後に、緑地の維持
管理状況を航空写真や現地調査等で確認し、
必要に応じて維持管理計画書に記載の維持
管理者に連絡させていただくことがあります。

手続きの流れ

① 事前相談

維持管理計画書の提出

緑化計画の事前相談は、打ち合わせ日時を予約の上、ご来庁ください。

（約30日）

（ ）現地立会検査は3,000㎡以
上の敷地及び写真検査で
判別できない場合に実施
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地上部の緑化基準

地上部基準緑地面積＝敷地面積×（１－法定建蔽率）×緑化率

（２）基準植栽本数

法定建蔽率
敷地面積

施設の種類
250㎡以上

1,000㎡未満
1,000㎡以上
2,500㎡未満

2,500㎡以上
5,000㎡未満 5,000㎡以上 総合設計

制度等※

十分の六

住宅 0.25 0.35 0.45 0.5

0.5
事務所・店舗 0.25 0.35 0.4 0.45

公共施設 0.3 0.4 0.5 0.55
学校 0.3 0.4 0.5 0.55

工場・倉庫 0.25 0.35 0.4 0.45
その他 0.25 0.35 0.4 0.45

十分の八

住宅 0.4 0.5 0.6 0.7

0.7
事務所・店舗 0.35 0.45 0.55 0.65

公共施設 0.45 0.55 0.65 0.75
学校 0.45 0.55 0.65 0.75

工場・倉庫 0.35 0.45 0.55 0.65
その他 0.35 0.45 0.55 0.65

※　総合設計制度等（用語解説P2参照）
※　駐車場、民間老人ホーム、ホテル、イベントホール、幼稚園、保育園等は、「その他」の区分です。
※　緑化率基準表の法定建蔽率は、用途地域にかかる建蔽率を指し、緩和（耐火、角地）を含みません。

※　法定建蔽率には、緩和（耐火、角地）を含みます。
※　施設の種類は、延べ床面積に対する主要用途です。
※　法定建蔽率が緩和により 100％になる場合は、地上部基準緑地面積は 0 ㎡です。
※　敷地が 2 つ以上の用途地域にまたがる場合は、それぞれの敷地面積と法定建蔽率から算出します。（P5

参照）なお、緑化率基準は全体の敷地面積に対応する緑化率の数字です。

次の式により算出した面積を基準緑地面積とし、その面積以上を確保してください。

計画にあたっては、敷地にある樹木を保全することとし、可能な限り既存の位置で樹木を
残してください。既存の位置で残すことが困難な場合、移植を検討してください。

（増築に伴う緑化や敷地面積に対して建築面積が非常に小さい場合（駐車場経営や操車場
等）は緩和措置があります。別途ご相談ください。）

（１）基準緑地面積

基準以上の緑地面積及び植栽本数が必要です。
樹木の植栽等による緑化を行ってください。

緑化率基準表

　次の式により算出した本数を基準植栽本数（小数点以下切捨て）とし、それぞれ、その本数以上を地上、
又は建築物上に確保してください。

（下表参照）

1 地上部の緑化基準
〈250m2 以上の敷地の建築工事〉

大高木の基準植栽本数＝地上部基準緑地面積÷ 150㎡
※　敷地面積 2,500m2 以上の場合。

高　木の基準植栽本数＝地上部基準緑地面積÷		15 ㎡
中　木の基準植栽本数＝地上部基準緑地面積÷				3 ㎡
低　木の基準植栽本数＝地上部基準緑地面積÷				1 ㎡
※　基準植栽本数以上に植栽された大高木は、高木の本数として算入します。
※　基準植栽本数の代替については、P11 参照。
※　植栽は適切な密度で計画してください。
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●　緑地面積の建築物上への振替え
　地上部の基準緑地面積を満たすことが困難な場合には、地上部基
準緑地面積の 30％を上限として、建築物上の緑地に振替えられます。
　地上部から建築物上への基準緑地面積の振替えを行った場合に
は、再び建築物上から地上部への緑地面積の振替えはできません。
　基準植栽本数は、振替えの有無にかかわらず地上部基準緑地面積
により算出します。（基準緑地面積 - 計画緑地面積 = 振替緑地面積）

●　単独木・ツリーサークルの
　　樹冠投影面積算出
○　既存の樹木を保 全・移植する場 合は、
樹冠投影面積の 1.5 倍の面積を緑化面積と
して算出可能です。ただし、既存の樹木は
土地に定着することが前提です。既存の樹
木を保全・移植する場合は、以下の要件を
満たしてください。
・ 高さ 3.0 ｍ以上の高木であること
・ 生育状況が良好であること
・ 将来においても、枝葉や根を十分に伸張す
る空間等を有する土地にあること
○　新規植栽の場合
　市販されている物価版等に記載されている
樹冠直径（W）又は植栽する樹木の実測値か
ら算出します。 ●　樹冠面積の加算

　植栽地からはみ出る樹冠部分を緑地面積として加算
できます。

●　アーチ・棚状緑化の面積算出
　補助資材の投影面積の 70％を緑地面積として算出し
ます。
　アーチ・棚状緑地面積＝ a × b × 0.7
※　植栽基盤は、植えるつる性植物が良好に生育できる
ように確保してください。アーチ・棚状緑化の横から見
た面は緑地面積に算入できません。

　※　緑化率は、敷地全体の面積を適用します。
　　（例では、1,300 ㎡の住宅の緑化率を適用）
　500 ㎡×（１-0.8）× 0.5　		＝　50㎡ (a)
　800 ㎡×（１-0.6）× 0.35　＝ 112㎡ (b)
　(a)50 ㎡＋ (b)112 ㎡＝ 162㎡（基準緑地面積）

●　異なる建蔽率にまたがる敷地の
　　基準面積算出方法

　別々に算出後、加算して基準緑地面積を求めます。

法定建蔽率 10分の８　　500㎡

法定建蔽率 10分の６　　800㎡

1 地上部の緑化基準
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建築物上の緑化基準
建築物の屋上、屋根上、壁面、バルコニー等の緑化の基準です。
樹木、芝、草花等の植栽による緑化を行ってください。
※屋上計画にあたっては、ウミネコの営巣防止の対策をご検討ください。
　（担当窓口：環境清掃部 環境保全課 環境美化係　TEL：03-3647-9373）

（増築に伴う緑化や敷地面積に対して建築面積が非常に小さい場合（駐車場経営や操車場
等）は緩和措置があります。別途ご相談ください。）

建築物上基準緑地面積 =( 敷地面積×法定建蔽率 - 控除面積 ) ×緑化率

③ 総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地又は再開発等促進区（地区整備計画が
定められている区域に限る。）、高度利用地区若しくは特定街区内の建築物の敷地につい
ては、緑化率を０．３※とします。

次の式により算出した面積を基準緑地面積とし、その面積以上を確保してください。
基準緑地面積

※法定建蔽率には、緩和（耐火、角地）を含みます。

※敷地面積が 1,000 ㎡以上の場合の屋上等緑化率は（b）=0.3 −（a）です。

　（a）＋（b）=0.2 となり、a の壁面、b 屋上等の両方とも基準緑地面積が求められます。

緑化率
① 敷地面積が 1,000 ㎡未満の場合の緑化率は 0.2 とする。
② 敷地面積が 1,000 ㎡以上の場合の緑化率は次の表に定める数値をいう。

壁面基準緑地面積＝（敷地面積×法定建蔽率 - 控除面積）× a 壁面
屋上等基準緑地面積＝（敷地面積×法定建蔽率 - 控除面積）× b 屋上等

a 壁面 b 屋上等
0.06 以上（任意に定める） 0.2 −壁面の緑化率（a）

2 建築物上の緑化基準
〈250m2 以上の敷地の建築工事〉

控
こうじょ
除面積
建築物の屋上に、下記に掲げる付帯設備がある場合は、その設備の水平投影面積を控除する
ことができます。（控除面積の求積図、求積表を添付）、（建築面積に含まれる部分のみ）　
・　地球温暖化防止（ソーラーパネル、
　　ソーラーシステム等）設備
・　付帯設備の基礎部分
・　ヘリポート・ヘリサイン
・　ビルクリーニング設備
・　屋上プール
・　パラペット（断面図添付）
・　屋上駐輪場
・　テント地の屋根部分

・　ハト小屋
・　階段室、昇降機等のペントハウス部分
・　給排水設備
・　空調設備、クーリングタワー
・　屋上駐車場（11.5 ㎡×設置台数）…車路を含まない
・　管理用階段
・　トップライト等照明設備
・　庇



バルコニー緑化
有効植栽

壁面緑化

誘引資材

複数の植栽基盤を設ければ、
計画高さを大きくできます。

つる性植物による壁面緑化の誘引資材内に障害
物を設ける場合には、つる性植物の障害物を避
けた生長により（最大10mまでとする）被覆が可
能な部分のみ計画緑地面積に算入できます。
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●	緑地面積の地上部への振替え
　建築物上の基準緑地面積を満たすことが困難な場合には、100％地
上部緑地に振替えられます。
　振替える面積は「屋上等」・「壁面」それぞれの基準緑地面積から片
方あるいは両方の内訳を任意に指定することができます。
　建築物上から地上部への基準緑地面積の振替えを行った場合には、
再び地上部から建築物上への緑地面積の振替えはできません。（基準
緑地面積 - 計画緑地面積 = 振替緑地面積）
　地上部緑地への基準緑地面積の振替えを行っても、基準植栽本数は
変わりません。

●	壁面緑化の面積算出
　誘引資材を壁面に設け、つる性植物による壁面緑
化をする場合、有効植栽基盤延長に高さを（誘引資
材の高さ、最大 10m までが加算できます。）を乗
じた面積を緑地面積として算出できます。
植栽基盤幅員は 20cm 以上確保してください。
誘引資材の壁面からの離れは 30cm 以内とし、幅
員 50cm 以上の管理スペースがとれるようにして
ください。
　ユニット型の壁面緑化に高さの上限はありません。

●	バルコニー緑化の面積算出
　バルコニーの天空部分に緑化する場合は、有効植栽面積
を建築物上（屋上等）の緑地面積として算出します。

壁面緑地面積＝植栽基盤延長（a）×高さ（h）

2 建築物上の緑化基準

●　異なる建蔽率にまたがる敷地の
　　基準面積算出方法

｛（500 × 0.8）＋（800 × 0.6）−控除面積｝×緑化率

法定建蔽率 10分の８　　500㎡

法定建蔽率 10分の６　　800㎡



芝生・緑化
ブロック
（例：駐車場）

0.5m

1mにつき2本
以上の中木の
植栽

■接道部の範囲（道路境界線から10m以内）
　接道部緑化延長=（a＋b＋c＋d＋e＋f＋g＋h＋i）

緑化幅員

1m

a

b

c

e

d

f g h i

壁
面
緑
化

bを算入した場合、新たに☆部分の壁面緑化の
延長は加算することはできません。☆

道路境界線
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接道部の緑化基準
道路に沿った敷地部分の緑化の基準です。
道路境界線から 10m 以内に緑化幅員基準表のとおりの緑化方法で接道部に
緑化を行ってください。

次の式により算出した長さを基準緑化延長とし、その長さ以上を確保してください。
基準緑化延長

敷地面積

施設の種類

250㎡
以上

1,000㎡
未満

1,000㎡
以上

3,000㎡
未満

3,000㎡
以上

10,000㎡
未満

10,000㎡
以上

30,000㎡
未満

30,000㎡
以上

住宅 0.6 0.7 0.8
事務所・店舗・

工場 0.3 0.5 0.6 0.7

学校・庁舎 0.6 0.7 0.8
屋外運動競技施
設、処理場等 0.7 0.8

その他 0.3 0.6 0.7

※　施設の種類は、１階部分の床面積に対する主要用途となります。
※　エントランス等の共用スペース、駐車場、倉庫、民間老人ホーム、ホテル、イベントホール、幼稚園、保育園、
　　育児所等は、「その他」の区分です。

○　接道緑化の対象部分は、
道路境界線から10m 以内の道
路から見通せる範囲とします。
この範囲を緑化し、道路境界
線と平行した横幅を接道部緑
化延長とします。
　地上部緑化で配置した緑地
の長さを緑化延長として加算
できます。
　ただし塀などで道路からの見
通しが妨げられた部分は緑化
延長としては加算できません。

基準緑化延長＝接道部の総延長×接道部緑化率（下表参照）　

敷地面積
道路
側から
見た奥行

250㎡
以上

3,000㎡
未満

3,000㎡
以上

0.5ｍ以上
○

（1mにつき２本
以上の中木の植

栽が必要）
×

1.0ｍ以上 ○ ×

１．５ｍ以上 ○

○
（10ｍにつき

１本以上の高木
又は大高木の
植栽が必要）

3 接道部の緑化基準
〈250m2 以上の敷地の建築工事〉

緑化率基準表 緑化幅員基準表



g

g

芝生・緑化
ブロック

以内壁面緑化

●接道部緑化の基本

接道部緑化延長＝アーチ・棚状緑化の補助資材延長（l）×0.7
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○　緑化の前面（道路側）に日常的に移動しない遮蔽
物（ブロック塀や万年塀、ルーバー、キュービクルなど）
を設けた場合は、接道部緑化の延長として加算できま
せん。やむを得ず遮蔽物を設ける場合は、透過性の高
いフェンス状のものとし、その高さは２m 以下、フェ
ンスに沿ってフェンスより高さが大きい樹木を列植し、
みどりがフェンスを超えるようにしてください。
○　植栽前面のよう壁等の高さは 40cm 以下におさえ
てください。やむを得ず 40cm を超える場合は、よう
壁の前面に植栽するか、つる植物を垂らす等の緑化を
してください。

●　接道部に駐車場を設ける場合
　駐車場を設ける場合は、車高を超える樹木を列植し、
道路からみどりが視認できれば、接道部緑化延長とし
て算出できます。また、緑化ブロックにより舗装し、
車が停まった状態でもみどりが見通せる場合も接道部
緑化延長として算出できます。

●　アーチ・棚状緑化の接道部延長算出
　アーチ・棚状緑化をした場合は、誘引補助材の幅の
70％を接道部緑化延長として算出できます。

●　建築物上の緑化の接道部緑化延長への加算●　接道部の長さが 25ｍ
以下の場合の面積振替え
　接道部の総延長が 25 ｍ以下の
敷地形状の場合は、基準に満たない
接道部緑化の長さを、地上・建築
物上の緑地の植栽面積として振替え
ることができます。

　地上高 15 ｍの範囲内で遮蔽物がなく、接道部から見通せる場合は、建築
物上に設けた緑化延長を接道部緑化延長に加算できます。

　エントランス入り口外側や、バルコニー下、ピロティ
に植栽する場合で、適切な維持管理が行われる場合
は、接道部緑化延長への加算ができます。ただし天空で
ないので建築物上の緑化への加算はできません。

　壁面緑化及び樹木の緑化を接道部緑化延長へ加算
できます。壁面緑化を接道部緑化延長へ加算する場合、
高さを1m以上としてください。敷地面積が3,000㎡以上
の場合には、1.5m以上としてください。

　樹木の緑化を接道部緑化延長へ加算できます。この
場合、天空が遮断されていないので、建築物上の緑地
面積としても加算できます。

基準に満たない緑化延長× 1m
＝振替え緑化面積
（基準緑化延長 -計画緑化延長）
×１m＝振替え緑地面積

3 接道部の緑化基準
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緑化率基準表

建築敷地の面積 緑化率
１２０㎡未満 1.0 
１２０㎡以上　１８０㎡未満 2.0 
１８０㎡以上　２４０㎡未満 3.0 
２４０㎡以上　２５０㎡未満 4.0 
※敷地面積は開発に関わる全体の面積ではなく、宅地開発における建築敷地の面積です。

※建築敷地の面積が２５０㎡以上の場合は、その建築敷地に対しては、〈250㎡以上の敷地の建築工事〉
の緑化基準に従い、別個に緑化計画書を提出してください。

「江東区良好な宅地開発に関する指導要綱」の指導に関わる宅地開発※において
適用される緑化の基準です。（都市計画法に規定する近隣商業地域及び商業地
域並びに防火地域における耐火建築物に該当する場合は適用しない。）（※宅地
開発：（P25引用　4条1項3号））

宅地内の１棟につき、接道部側（道路境界線から１０ｍ以内の範囲内）に以下の式により求めら
れる面積・本数以上の緑化を行ってください。

１　基準緑地面積＝0.5㎡×緑化率（下表参照）	 	 	 	
２　基準植栽本数※＝１本×緑化率（下表参照）
　　　　　　　　　　※は中木以上の大きさの樹木とする。

〈250m2 以上の一団の土地の宅地開発の場合〉

敷地面積：60㎡未満
緑化例
・中木１本・緑地0.5㎡

道路

樹木 緑地

敷地面積：60㎡
緑化例
・中木１本
・緑地0.5㎡

敷地面積：120㎡
緑化例
・中木2本
・緑地1㎡

敷地面積：
60㎡　
緑化例
・高木1本
・緑地0.5㎡
（樹冠面積）

敷地面積：250㎡以上
〈250㎡以上の敷地の建築
工事〉
の緑化基準を適用

●　宅地開発における緑化例
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○　緑地面積の対象部分

・樹木の植栽部分
・草花の植栽部分
・地被植物の植栽部分
・菜園・花壇の整備部分
・ビオトープの整備部分
・容量 100リットル以上で容易に移動できないプランターによる植栽部分
・アーチ・棚状緑化（投影面積の 70％）部分
・緑化ブロック等を利用した整備部分（※）

○　緑地面積に算出できない緑化
・ 屋根や庇、グレーチング架台などで天空が遮断され、上空から見えない部分（地上部、屋上等）
・隣地との境界で、幅員や日照条件から植物の生育が望めず、狭くて管理ができない緑化（有効

幅員 0.5 ｍ未満の場所に植栽された緑地等）
・緑化ブロックのコンクリート部分・プラスチック部分やそれに類する箇所（飛石、まくら木等）
・ 区分所有物で、専用庭や専用のルーフバルコニーなど共有できない部分で 1 区画につき中木又は・高木・

大高木の植栽が 1 本以上ない場合
・移動可能な植栽地（プランターについては 100 リットル未満の容量のもの）
・敷地外に越境して伸びている樹木等の枝葉（将来にわたり、枝葉の越境や根上がりが起きない

よう計画してください）
・つる性植物による壁面緑化で誘引資材の中に障害物があり、つる性植物の生長（最大 10m と

する）による被覆が見込めない部分。

緑地面積の算出

※　植栽地（縁石や緑地内の設備機器およびそれに類する部分は除きます。）
※　ただし、縁石表面を植栽で被覆する場合又は、植栽帯内の樹木の樹冠投影面積がかぶる部分は緑地面

積に算入できます。
※　菜園・花壇の整備部分は完了時に植栽がなくてもかまいません。緑化計画平面図に菜園・花壇と記載

し、断面図も添付してください。

○　基準植栽本数の代替

植栽が困難な場合の運用例
○　緑化ブロックの有効緑地面積の加算

緑化ブロックを利用した緑化をする場合、緑
地面積は、その形状によって有効緑地面積を
算出し、緑地として加算することができます

○　専用庭や専用のルーフバルコニーに設ける緑
化の加算
次の場合は、緑地として算出することができ
ます。
・1 区画につき中木又は、高木・大高木を 1
本以上植栽する場合

緑地面積の算出

※　有効緑地面積＝緑化ブロック舗装面積×緑化率（緑化率は製品により異なります。パンフレット添付）

※　低木を多く植栽しても高木、中木の植栽の代わりとすることはできません。

有効緑地面積＝緑化ブロック舗装面積×緑
化率

敷地形状等により植栽に支障がある場合は、
次の方法により植栽本数を代替することがで
きます。

一方通行の代替

両方向の代替可

減 　 増

減 　 増

高木１本 中木５本

低木３本を
植える代わりに

低木15本を
植える代わりに

中木１本を
植栽

高木１本を
植栽
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提出書類作成要領

１、提出部数
　提出部数は、正・副、各１部ずつ作成し、提出してください。
２、提出様式

提出書類は、江東区のホームページからダウンロードして使用してください。
書類のサイズは A4 判です。
添付書類のサイズの規定はありませんが、A4 に折りたたんでください。
各図書は、ホチキスなどで綴じてください。（フォルダに綴じ込む必要はありません）
代理者欄に記名がある場合、委任状の提出は不要です。

緑化計画書、緑化計画変更届、緑化完了届の提出にあたっては、以下の作成要領のとおり作成してください。

図書名 記載内容等
緑化計画書

緑化計画書 ホームページを参照
植栽植物一覧 ホームページを参照

添付書類

緑化計画概要書 ホームページを参照

計画地状況写真
計画予定地の全体状況、接道部、隣地との境界の状況が確認でき
るように撮影した写真を添付
※写真を撮影した方向と対応する写真の番号を記入

案内図 当該地の位置を明示し、所在地を住居表示で記入

緑化計画平面図等
①地上部
②屋上部
③壁面部

●植栽地の区域、植栽の種類、高さ、本数（又は密度）、（壁面緑化
誘引資材の高さ）を記入
●植栽地は緑色で着色（緑地面積に算入できない緑地は無着色）
●敷地境界線は赤色の実線で着色
●道路境界線は青色の実線で着色
●工作物がある場合は、構造及び位置を図示
●屋上・壁面及びベランダの緑地は地上部同様緑色で着色
●立面図には誘引資材の高さを図示
●樹冠は敷地内に収める
●１F 部分の主要用途がわかる資料
●屋上部の図には緑地を維持管理するための散水栓等の屋上設備、
階段等を含む屋上管理経路を図示すること。
●屋上部の図にはウミネコの対策方法を図示すること。

接道部立面図 ●接道部立面の植栽状況を図示
●植栽樹木、壁面緑化植物の種類、高さを記入

緑化断面図

●緑化箇所断面図の植栽状況を記入（客土厚を明記すること）
●樹木の高さ、緑地の有効幅、接道部等の高低差、隣地との境界、
フェンス等を設置する場合は構造及び高さ、道路の幅員等を記入
●建築物上（屋上、ベランダ等）の緑化は、植栽基盤構造の断面
を図示し、構造及び盛土厚を記入、壁面緑化は建築物と誘引資材
のはなれを明記

緑化面積求積図 植栽地の位置を図示し、緑化面積求積は CAD 求積か三斜計算し、
計算表をつける。接道部緑化延長求長も計算式を記入。緑化計画
平面図、接道部立面図と兼ねてもよい。接道部緑化延長求長図

敷地求積図
控除求積図（寸法、求積表（求積
方法は緑化面積求積図に準ずる））
緑化ブロック等仕様書 緑化率の分かる書面（パンフレット、カタログ等）

建築平面図、配置図等は、確認申請と同等程度の精度のものを添付してください。
図面上の長さは、小数点以下 3 桁目を四捨五入し 2 桁まで記入してください。

○　緑化計画書

提出書類作成要領

理由書
※他の法令等と抵触する場合には根拠となる法令、条例の条項等とみどりの条例の規定と、具体的に競合する個別

具体的な事情を証明するもの。（※内容については事前にご相談ください。）

〈250m2 以上の敷地の建築計画の場合〉
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○　緑化計画変更届
図書名 記載内容等

緑化計画変更届 緑化計画変更届 ホームページを参照
植栽植物一覧 ホームページを参照

添付書類 変更が生じた図書 変更前の図面の添付は不要

事業者・代理者が変更になった場合は変更後の事業者・代理者の記名のある変更届を提出してください（変更前の事業
者 · 代理者の記名は必要ありません。）。
提出される緑化計画変更届中の変更にならない項目（緑化面積、植栽密度、接道部緑化）の欄は斜線でつぶして提
出してください。
事業者以外の変更が無い場合は図面等の添付書類は必要ありません。
緑化計画書の受付番号を必ず記入してください。
緑化計画が変更になった部分がわかる図書を添付してください。また、変更前の図面や計画書の副本の添付は必要
ありません。

○　緑化完了届

緑化計画書の受付番号を必ず記入してください。

緑化完了届と同時に提出してください。

図書名 記載内容等
緑化完了届 緑化完了届 ホームページを参照

植栽植物一覧 ホームページを参照

添付書類

緑化完了平面図

緑化計画書と同じ要領
※写真を撮影した方向と対応する写真の番号を記入

接道部立面図
緑化断面図
緑化面積求積図
接道部緑化延長求長図

完了写真

●至近距離から撮影したカラー写真（カラーコピー可）を、
Ａ４サイズの用紙に貼り、図面と対応させた番号を記入する
●写真には、接道部の緑化状況が確認できるよう、道路から
撮影したものを必ず含める
●播

は し ゅ

種状況写真（必要に応じて）
●使用した播

は し ゅ

種の空袋写真（必要に応じて）

提出書類作成要領

○　維持管理計画書
図書名 記載内容等

維持管理計画書 ホームページを参照

添付書類 維持管理スケジュール ホームページを参照
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図書名 記載内容等

緑化計画書
宅地開発に関する緑化計画書 ホームページを参照

宅地開発緑化内訳書 ホームページを参照

添付書類

計画地状況写真
計画予定地の全体状況、接道部、隣地との境界の状況が確認できる
ように撮影した写真を添付
※写真を撮影した方向と対応する写真の番号を記入

案内図 当該地の位置を明示し、所在地を記入

緑化計画平面図等

●植栽地の区域、植栽の種類、高さ、本数（又は密度）を記入
●植栽地は緑色で着色（緑地面積に算入できない緑地は無着色）
●それぞれ敷地境界線は赤色、道路境界線は青色の実線で着色
●工作物がある場合は、構造及び位置を図示

緑化面積求積図

敷地求積図

緑化ブロック等仕様書 緑化率の分かる書面（パンフレット、カタログ等）

図面等は確認申請と同等程度の精度のものを添付してください。
図面上の長さは、小数点以下３桁目を四捨五入し２桁まで記入してください

○　緑化計画変更届
図書名 記載内容等

緑化計画
変更届

宅地開発に関する緑化計画変更届 ホームページを参照

宅地開発緑化内訳書 ホームページを参照

添付書類 変更が生じた図書 変更前の図面の添付は不要

事業者または代理者が変更になった場合は変更後の事業者又は代理者の記名のある変更届を提出してください。
緑化計画書の受付番号を必ず記入してください。

○　緑化完了届
図書名 記載内容等

緑化完了届
宅地開発に関する緑化完了届 ホームページを参照

宅地開発緑化内訳書 ホームページを参照

添付書類

緑化計画平面図等

●植栽地の区域、植栽の種類、高さ、本数（又は密度）を記入
●植栽地は緑色で着色（緑地面積に算入できない緑地は無着色）
●それぞれ敷地境界線は赤色、道路境界線は青色の実線で着色
●工作物がある場合は、構造及び位置を図示

完了写真

●至近距離から撮影したカラー写真（カラーコピー可）を、A4サイズの用
紙に貼り、図面と対応させた番号を記入する
●写真には、接道部の緑化状況が確認できるよう、道路から撮影したも
のを必ず含める
●播種状況写真（必要に応じて）
●使用した播種の空袋写真（必要に応じて）

緑化計画書の受付番号を必ず記入してください。

〈250m2 以上の一団の土地の宅地開発の場合〉
○　緑化計画書



（注）壁面・ベランダ緑化を緑化延長に
　　算入する場合は、それも明示すること

h=1. ２ h=0. 6

植栽値地表面からの客土厚h（m）を明記してください。
低・中・高木ごとの客土厚は、P33の参考図を目安にしてください。

モッコウバラ

よう壁高さ
H= 0 . 4以下

-15-

添付図面例示（立面図、断面図）



4. 86m 1.
 6
2m

2. 00m

6.
 0
0m

※樹冠は敷地内に収まるよう計画してください。

必要に応じ
保護材質で養生

※2. ポール
（ウミネコ対策ネット用）※1. 散水栓

※2. フック、テグス構造図

テグス（釣糸）

フック

パラペット

※1. 管理時経路

※3. フェンス

※2. ウミネコの繁殖期（５～７月）は週2回、
　　 屋上にて飛来状況を確認します。

23. 80m

11. 50m

4. 86m

0. 90m

3.
 8
1m

1.
 6
2m

2. 00m

6.
 0
0m

19
. 9
0m

3.
 9
0m

27. 94m
22. 38㎡ 17. 30㎡ 23. 04㎡

12. 00㎡
0. 20m

3. 00m 30. 00m

9. 10m 10. 15m

4. 54m

4. 86m

3.
 1
2m
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添付図面例示（平面図）

※1. 緑地を維持管理するための散水栓等の屋上設備、階段等を含む屋上管理経路を図示してください。
※2. 定期的な確認やフック、 テグス（釣り糸）、ポール、ネットの設置等のウミネコ対策方法を明記、図示してください。
※3. フェンス設置など、安全に維持管理ができる構造にしてください。



（注）境界緑石は面積算入でき
ないが、緑石面積をヘデラ
等の植栽で被履する場合
は、凡例のように求積でき
る。

12. 00㎡

3. 00㎡ 30. 00㎡

2. 00m

4. 54m

6.
 0
0m

3.
 8
1m

・ 図面上の長さは、メートルで表示し、小数点以下3桁目を四捨五入し2桁まで記入してください。
・ 地上部、建築物上（屋上等・壁面）、控除面積、接道部のそれぞれの面積延長は計算表で図中等に示してください。
・ CAD求積による場合、その旨を記載してください。

22. 38㎡ 17. 30m 23. 04m

19
. 9
0m

3.
 9
0m
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添付図面例示（求積図、求長図）

地上部緑地面積表（例）

底辺 高さ 面積
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

合計 ㎡



（壁から30cm
以内に設置）

つる性の植物を利用して壁面緑化を行う場合は、上記のような登はん材を利用します。
格子の網目の大きさは、葉が楽に抜けられる間隔が必要です。

吸着根登はんタイプ

ヘデラ等の
吸着根の植
物で緑化す
る際に利用
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利用
チェ
ック

No.

敷地面積

施設の種類
登はん様式

補助剤
の必要
性 樹木特性

常緑 落葉 登はん 耐寒性 耐乾性 耐湿性 耐陰性 耐潮性 花 実
1 アケビ 巻蔓
2 スイカズラ 巻蔓
3 ナツズタ 吸盤
4 ツルウメモドキ 巻蔓
5 ツルマサキ 吸着根
6 フジ 巻蔓
7 ブドウ 巻きひげ
8 イタビカズラ 吸着根
9 カロライナジャスミン 巻蔓
10 ノウゼンカヅラ 吸着根
11 ヘデラ類 吸着根
12 クレマチス 吸着根
13 サネカズラ 巻蔓
14 テイカカヅラ 吸着根
15 ムベ 巻蔓
16 ツルバラ類 枝
17 ツルグミ 巻蔓
18 ツルアジサイ 吸着根

●壁面緑化用つる植物基本 18 種●

　植物の特性を考え、環境に適した植栽をすることは、植物の良好な生育を促す上で基本的な条件とな
ります。つる植物、地被植物、樹木（低木、中高木）それぞれの代表的な種類計174種について、その特
徴を表にしました。これらを上手に組み合わせて、魅力ある緑化を行ってください。また、P34〜37の
「江東区生物多様性に配慮した緑化ガイド」を参考に、植栽する樹木を選定するようにしてください。

壁面緑化用つる植物基本 18 種



※　高さ30cmを超える低木は地被類ではなく、低木本数に含むことができます。

※

類
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地被類基本 50 種

※　高さ30cmを超える低木は地被類ではなく、低木本数に含むことができます。

●地被類基本 50 種●



●低木基本 47 種●

ホタルガ
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低木基本 47 種



●中高木基本 59 種●

テングス病、アメリカシロヒ
トリ、モンクロシャチホコ、
クビアカツヤカミキリ
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中高木基本 59 種



令和 5

令和 5 令和 5
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①　事業者・代表者が複数の場合は、別紙に連名です
べて記入
②　所在地は、住居表示
③　地上部と建築物上部で、緑化面積の振替えをする
場合に記入
④　接道部が２５ｍ以下で、延長を緑化面積に換算す
る場合に記入
⑤　記入しない

⑥　基準緑地面積を記入
⑦　計画緑地の内訳を記入
⑧　基準緑地面積⑥から必要な樹木本数を割出し、
計画する樹木の本数を記入（小数点以下切捨て）
⑨　接道部緑化の内訳を記入。重複する緑化延長は算
入せず、内訳の合計と計画接道部延長が等しくなること
⑩　接道部緑化率は計画緑化延長cを接道部の長さで
割ったもの

記入見本

※　面積、延長は小数点以下 3桁目を四捨五入して	、小数点以下 2桁	まで記入してください。



６
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計
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す
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計
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①
　

用
途

地
域

が
ま

た
が

る
場

合
は

す
べ

て
記

入
②

　
計

画
地

全
体

の
状

況
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道

部
の

状
況

、
敷

地
境

界
の
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況

が
把

握
で

き
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を
添

付
。
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樹
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の
保

全
を

す
る

場
合
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樹

木
の

写
真
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添

付
③

　
用

途
地

域
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ま
た

が
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場
合

は
す

べ
て

記
入

④
　

総
合

設
計

制
度

等（
施

行
規

則
別

表
第

１
備

考
４

参
照

）

⑤
　

１
階

部
分

の
延

べ
床

面
積

に
占

め
る

割
合

の
大

き
い

も
の

を
記

入
⑥

 世
帯

用（
40㎡

以
上

）住
⼾

20⼾
以

上
の

マ
ン

シ
ョ

ン
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

マ
ン

シ
ョ

ン
建

設
計

画
の

事
前

届
出

等
に

関
す

る
条

例
の

内
容

に
つ

い
て

は
住

宅
課

に
確

認
を

し
て

く
だ

さ
い

。

記入見本

維持管理スケジュール
設置場所 

（地上部、屋上部、
壁面部）

植栽の分類 
（高木・大高木、中
木、低木、地被類）

植栽名 
（右記スケジュール
にて管理する植栽）

維持管理方法 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 備考

地上部 
※１

高木 
※２、※３

サクラ、ウメ 
※４

潅水⇒自動・管理者・その他 週1回 ※7 週２回 ※8 週4回 週1回
剪定・刈込
除草
施肥  
その他（　害虫駆除　　） ※６

地上部 中木 サザンカ、 
ツバキ

潅水⇒自動・管理者・その他 週１回 週３回 週４回 週2回
剪定・刈込
除草
施肥
その他（　害虫駆除　　） 

地上部 低木（パターン１） アジサイ、 
ドウダンツツジ

潅水⇒自動・管理者・その他 週１回 週３回 週4回 週2回
剪定・刈込
除草
施肥
その他（　　　　　　　　　） 

地上部 低木（パターン２） アベリア

潅水⇒自動・管理者・その他 週１回 週３回 週4回 週2回
剪定・刈込
除草
施肥
その他（　　　　　　　　　） 

地上部 地被類 　リュウノヒゲ

潅水⇒自動・管理者・その他 週１回 週３回 毎日 週２回
剪定・刈込
除草
施肥
その他（　　　　　　　　　） 

屋上部 地被類 シバ

潅水⇒自動・管理者・その他 週１回 週4回 毎日 週２回
剪定・刈込
除草
施肥
その他（シバ張り・目土入れ） 

※１．植栽が設置されている場所を地上部、屋上部、壁面部から選択して、記載ください。
※２．植栽の分類を高木・大高木、中木、低木、地被類から選択して、記載ください。
※３．同じ植栽の分類において、管理スケジュールが複数の場合、複数に分けて記載してください。なお、複数の場合は、「パターン１」や「１」のように複数あることがわかる内容にしてください。
※４．植栽名を記載してください。なお、複数記載することは可能です。
※５．潅水は自動・管理者・その他の内、該当するものに〇を付けてください。その他の場合は、備考欄に詳細を記載してください。
※６．その他がある場合は、詳細な内容を（　）に記載してください。
※７．各維持管理方法を実施する期間のマスを着色してください。
※８．潅水はスケジュール内に毎日、週2回等の頻度を記載してください。
※９．表が足りない場合は、この用紙を複写して使って下さい。

⑥

⑤

②

④

①
③
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令
和
5

令
和
5

令
和
6

記入見本

1
61.00

0.5
1

1.00
1

65.00
0.5

1
1.05

2

68.30
0.5

1
1.00

1

70.50
0.5

1
1.00

1

65.35
0.5

1
1.20

2

400.15
2.50

5
5.25

7

70.00

2345新設道路、

資源・ごみ

集積所等

（
事
業
区
画
面
積
）

※
表
が
足
り
な
い
場
合
は
、
こ
の
用
紙
を
複
写
し
て
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
低
木
及
び
木
本
性
つ
る
植
物
や
竹
笹
類
な
ど
は
植
栽
本
数
に
含
み
ま
せ
ん
。



江東区みどりの条例（抜粋）　平成11年12月16日	条例第36号

第 2 章 みどりの育成
（施設等の緑化）
第 7 条 区は、その設置し、又は管理する施設について、緑化に努めなければならない。
2　国又は他の地方公共団体若しくはこれに準ずる法人は、その設置し、又は管理する施設について、緑化に
努めなければならない。
3　住宅、事務所、事業所等の敷地を有する所有者又は管理者は、当該敷地において、緑化に努めなければな
らない。

（建築行為等に係る緑化計画）
第 8 条 規則で定める規模以上の敷地について規則で定める建築行為等を行おうとする者は、事前にその行為
に係る敷地の緑化に関する計画書（以下「緑化計画書」という。) を区長に提出し、認定を受けなければならない。
2　前項の緑化計画書は、規則で定める緑化基準に適合するものでなければならない。
3　区長は、緑化計画書の認定を受けないで建築行為等を行おうとする者又は認定を受けた緑化計画書の内容
に違反し、若しくはその履行をしない者に対して、緑化計画書の認定を受けるよう又は当該認定に適合する緑
化を行うよう若しくは緑化計画書を履行するよう勧告することができる。

江東区みどりの条例施行規則（抜粋）

（趣旨）
第 1 条 この規則は、江東区みどりの条例（平成 11 年 12 月 江東区条例第 36 号。以下「条例」という。) の
施行について必要な事項を定めるものとする。

（用語）
第 2 条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

（緑化計画書の提出を必要とする敷地の規模）
第 3 条 条例第 8 条第 1 項に規定する敷地の規模は、250 平方メートル以上とする。
2　前項の敷地の規模には、一団の土地を含むものとする。

（建築行為等）
第 4 条 条例第 8 条第 1 項の建築行為等は、次に掲げる行為をいう。

（1） 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）第 6 条第 1 項（法第 87 条第 1 項の規定に
より準用する場合を除く。）に規定する確認を必要とする建築行為

（2） 法第 18 条第 2 項（法第 87 条第 1 項の規定により準用する場合を除く。) に規定する通知を必要とする建
築行為。

（3） 分譲、賃貸又は自己使用のための一⼾建ての住宅、長屋、店舗等併用住宅又は共同住宅を建築する目的に
おいて、一団の土地を複数の区画に分けること ( 以下「宅地開発」という。）。
2　前項の規定にかかわらず、次の建築行為等については、条例を適用しない。

（1） 建築面積が 150 平方メートル未満の法第 2 条第 13 号に規定する建築（増築に限る。）
（2） 法第 2 条第 14 号に規定する大規模の修繕
（3） 法第 2 条第 15 号に規定する大規模の模様替
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（4） 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号に規定する近隣商業地域及び商業地域におい
て行う次のもの
ア 宅地開発
イ 前項第 1 号及び第 2 号に規定する建築行為（宅地開発に係るものに限る。）

（5） 都市計画法第 8 条第 1 項第 5 号に規定する防火地域における耐火建築物の建築（宅地開発に係るものに限る。）
（緑化計画書）
第 5 条 条例第 8 条第 1 項の緑化計画書は、緑化計画書（別記第 1 号様式）（宅地開発にあっては、宅地開発
に関する緑化計画書（別記第 2 号様式））による。
2　区長は、前項の緑化計画書又は宅地開発に関する緑化計画書（以下これらを「緑化計画書」という。）の提
出があった場合は、その内容を審査し、当該緑化計画書を認定したときは、当該緑化計画書副本を交付する。
3　緑化計画書の認定を受けた者は、当該認定に係る緑化計画書の内容を変更するときは、あらかじめ緑化計
画変更届（別記第 3 号様式）（宅地開発にあっては、宅地開発に関する緑化計画変更届（別記第 4 号様式））を
区長に提出し、変更後の緑化計画書について認定を受けなければならない。
4　区長は、前項の緑化計画変更届又は宅地開発に関する緑化計画変更届（以下これらを「緑化計画変更届」
という。）の提出があった場合は、その内容を審査し、当該変更後の緑化計画書を認定したときは、当該緑化計
画変更届副本を交付する。
5　緑化計画書の認定を受けた者（前項の規定による変更後の緑化計画書に係る認定を受けた者を含む。）は、当
該認定に係る緑化を完了したときは、速やかに緑化完了届（別記第 5 号様式）（宅地開発にあっては、宅地開発に
関する緑化完了届（別記第 6 号様式））及び維持管理計画書（別記第 7 号様式）を区長に提出しなければならない。
ただし、宅地開発にあっては、維持管理計画書の提出を省略することができる。
6　区長は、前項の規定による届出及び維持管理計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、緑化の完
了及び当該維持管理計画を認定したときは、当該緑化完了届副本及び維持管理計画書副本を交付する。
7　緑化の完了の認定を受けた者は、緑化が完了した敷地（以下「緑地」という。）を維持管理計画書に基づき
適正に維持管理するものとする。

（緑化基準）
第 6 条 条例第 8 条第 2 項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

（1） 地上部の緑化（宅地開発に係る緑化を除く。以下同じ。）にあっては、別表第 1 に定めるとおりとし、樹木
の植栽等による緑化を行うこと。

（2） 建築物上（建築物の壁面又は屋上等をいう。以下同じ。）の緑化（宅地開発に係る緑化を除く。以下同じ。）
にあっては、別表第 2 に定めるとおりとし、樹木、芝、草花等の植栽による緑化を行うこと。

（3） 接道部（法第 42 条に規定する道路に沿った敷地等をいう。以下同じ。）の緑化（宅地開発に係る緑化を除く。
以下同じ。）にあっては、別表第 3 に定めるとおりとし、道路境界線から 10 メートル以内の範囲について、幅
員 0.5 メートル以上（敷地面積が 3,000 平方メートル以上の場合にあっては、幅員 1.5 メートル以上）とする
こと。ただし、敷地の形状その他特段の事情により当該範囲について緑化を行うことに支障があると認められ
る場合は、この限りでない。

（4） 宅地開発に係る緑化にあっては、別表第 4 に定めるとおりとし、各建築敷地（一団の土地を複数に分けた
一の区画をいう。以下同じ。）の道路境界線から 10 メートル以内の範囲とすること。ただし 250 平方メート
ル以上の建築敷地については、前 3 号に定める基準によるものとする。
2　前項第 1 号の地上部の緑化に当たっては、高木（通常の成木の樹高が 5 メートル以上の樹木であって、植栽
時に 3 メートル以上であるものをいう。以下同じ。）は、15 平方メートルにつき 1 本、中木（通常の成木の樹高

-26-

関係規定



が 5 メートル程度の樹木であって、植栽時に 1.5 メートル以上 3 メートル未満であるものをいう。以下同じ。）は、
3 平方メートルにつき 1 本、低木（植栽時の樹高が 0.3 メートル以上 1.5 メートル未満である樹木をいう。以
下同じ。）は、1 平方メートルにつき 1 本の割合を基準として植栽するものとし、敷地面積が 2,500 平方メー
トル以上の場合にあっては、高木、中木及び低木のほか大高木（樹高が 6 メートル以上である樹木をいう。以
下同じ。）を 150 平方メートルにつき 1 本の割合を基準として植栽するものとする。ただし、緑化する敷地の
形状等によりこの割合による植栽等を行うことに支障があると認められる場合は、この限りでない。
3　第 1 項第 3 号の接道部の緑化に当たっては、当該緑化の幅員が 1 メートル未満の場合にあっては中木以上
の大きさの樹木を 1 メートルにつき 2 本、敷地面積が 3,000 平方メートル以上の場合にあっては高木又は大高
木を 10 メートルにつき 1 本の割合を基準として植栽するものとする。
4　第 1 項第 4 号の宅地開発に係る緑化に当たっては、中木以上の大きさの樹木を植栽するものとする。
5　第 1 項第 1 号の地上部の緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合には、別表第 1 の
基準に基づき算出される当該敷地において必要とされる緑地面積の 3 割までに限り、緑化が困難な面積相当分
は、建築物上の同一面積について樹木等の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この場合に
おける当該建築物上における緑地面積は、同項第 2 号の建築物上の緑地面積には含まれないものとし、次項の
規定により、地上部の緑地面積をもって代えた建築物上の緑地面積は、地上部の緑地面積に変更できないもの
とする。
6　第 1 項第 2 号の建築物上の緑化の面積の基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合には、別表第 2
の基準に基づき算出される当該建築物上において必要とされる緑地面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、
当該建築物の地上部の同一面積について樹木等の植栽による緑化をもって代えることができる。ただし、この
場合における当該地上部における緑地面積は、同項第 1 号の地上部の緑地面積には含まれないものとし、前項
の規定により、建築物上の緑地面積をもって代えた地上部の緑地面積は、建築物上の緑地面積に変更できない
ものとする。
7　第 1 項第 3 号の接道部の緑化の延長の基準は、接道部の総延長が 25 メートル以下の場合において、その
基準を満たすことができないときは、別表第 3 の基準に基づき算出される当該接道部において必要とされる緑
化延長のうち、緑化が困難な延長相当分は、当該建築物の地上部又は建築物上の同一面積（緑化が困難な総延
長に幅員 1 メートルを乗じたものをいう。）について樹木等の植栽による緑化をもって代えることができる。
ただし、この場合における当該地上部又は建築物上における緑地面積は、同項第 1 号の地上部又は第 2 項の建
築物上の緑地面積には含めないものとする。

（勧告）
8　建築行為等に係る敷地における既存の樹木等を残す建築行為等を行う場合の緑化の面積の算定は、区長が
別に定める。
第 7 条 区長は、条例第 8 条第 3 項の規定により勧告するときは、緑化計画書履行等勧告書（別記第 8 号様式 )
により行うものとする。

（保護樹木関係）
第 8 条から第 12 条まで（略）

（委任）
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附　則
この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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別表第 1（第 6 条関係） 　地上部緑地面積の基準
次の式により算出した面積を地上部の基準緑地面積とし、当該基準緑地面積以上を緑化する。
　基準緑地面積＝敷地面積×（1-法定建蔽率）×緑化率
備考
1　緑地面積は、樹木の枝葉で覆われている土地、草花若しくは地被植物の植栽された土地又はビオトープそ

の他の多様な野生生物が生息するために整備された土地の面積をいう（以下同じ。）。
2　法定建蔽率は、都市計画法第 5 条に規定する都市計画区域内においては建築基準法第 53 条第 1 項に規定

する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいい、その他の区域内においてはその割合を 10 分の 7 と
する。この場合において、建築基準法第 53 条第 3 項に規定する緩和は含むものとする（以下同じ。）。

3　都市計画法第 5 条に規定する都市計画区域内における緑化率は、次の表に定める数値とし、その他の区域
内における緑化率は、次の表に定める法定建蔽率が 10 分の 6 の場合の数値とする。

4　建築基準法第 59 条の 2、第 86 条第 1 項若しくは第 2 項若しくは第 86 条の 2 第 1 項に規定する総合設計
制度等を適用して計画する建築物の敷地又は都市計画法第 12 条の 5 第 3 項に規定する再開発等促進区（地
区整備計画が定められている区域に限る。）、同法第 8 条第 1 項第 3 号に規定する高度利用地区若しくは同項
第 4 号に規定する特定街区内の建築物の敷地（以下「総合設計制度等を適用して計画する建築物の敷地等」
という。）については、法定建蔽率が 10 分の 6 の場合は緑化率を 0.5 とし、法定建蔽率が 10 分の 8 の場合
は緑化率を 0.7 とする。

別表第 2（第 6 条関係） 　建築物上緑地面積の基準
次の式により算出した面積を建築物上の基準緑地面積とし、当該基準緑地面積以上を緑化する。
基準緑地面積 = 敷地面積×法定建蔽率×緑化率
備考
I 　敷地面積が 1,000 平方メートル未満の場合の緑化率は、0.2 とする。
2　敷地面積が 1,000 平方メートル以上の場合の緑化率は、次の表の左欄に定める緑化部分に応じ、同表右欄
　に定める数値とする。

別表第 3 　接道部の緑化の基準（第 6 条関係）
次の式により算出した長さを接道部の基準緑化延長とし、当該基準緑化延長以上を緑化する。
基準接道緑化延長 = 接道部の総延長×接道部緑化率
備考
1　接道部緑化率は、施設の種類及び敷地面積に応じ、次の表に定める数値とする。
2　施設の種類の適用に当たっては、1 階部分における主たる用途によるものとする。

別表第 4（第 6 条関係） 　宅地開発に係る緑化の基準
　次の式により算出した面積及び樹木の本数を宅地開発に係る各建築敷地の接道部に係る基準緑地面積及び基
準植栽本数とし、当該基準緑地面積及び基準植栽本数以上の緑化を行う。
1　基準緑地面積＝ 0.5 平方メートル×緑化率
2　基準植栽本数＝ 1 本×緑化率
備考　緑化率は、次の表の左欄に定める敷地面積に応じ、同表右欄に定める数値とする。
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No 質問 回答

1 緑化計画書はいつ提出す

ればよいですか。

建築確認申請あるいは計画通知の30日前を目安に緑化計画書を提出してくだ

さい。提出の前に事前相談で計画の内容について確認しますので、ご予約の

上窓口へお越しください。なお、緑化計画書の副本交付前でも建築確認申請

あるいは計画通知を行うことはできます。

2 認定にかかる日数はどの

くらいですか。

緑化基準に係る緑地面積、植栽密度、緑化延長等の詳細な計算以外の計画の

内容は、事前に相談してください。相談の回数は平均2〜3回です。事前相談

後、緑化計画書を提出してください。2〜3週間を目安に、認定した緑化計画書

の副本をお返しします。

3 緑化計画書を提出した

後、軽微な計画内容に変

更がありました。変更手

続きは必要ですか。

変更内容を説明してください。内容を審査し、手続きの要不要を判断します。

なお、建築確認申請における軽微な延床面積の変更等の緑化計画の認定に関

係しない変更の場合は、変更手続きは必要ありません。

4 緑化計画が変更となる場

合完了届と一緒に変更届

を提出すればよいですか。

緑化計画に変更が生じた場合、その都度変更届を提出する必要があります。

変更届と完了届は別々に提出してください。ただし、竣工間近に植栽の調整

を行なうことに伴う変更などの場合は、変更届と完了届を同時に提出するこ

とが可能です。

5 緑化完了届はいつ提出す

るのですか。

植栽工事が終了したら速やかに提出してください。同時に維持管理計画書を

提出してください。建築の完了検査の前後は問いません。

6 完了検査（現地確認）は行

いますか。

ご予約の上、緑化完了届を窓口にお持ちください。敷地面積が3,000㎡以上の

計画及び、緑化完了届に添付する完了写真を確認した結果、必要と判断した

場合に行います。

完了写真は、図面と写真が照合できるように、緑地の形と大きさ・長さが分

かるように撮影してください。

なお、大高木・高木については、樹種と本数を確認できるよう、中木・低木

は植栽している範囲が分かるように撮影してください。

7 屋上の利用がない、非歩

行屋根に建築物上緑化は

必要ですか。

屋上の利用の有無は関係ありません。屋上緑化が困難な場合は、壁面緑化の

計画面積を増やすか、地上部へ基準緑地面積を振替えてください。

8 建蔽率が緩和規定により

100パーセントになる場合

は、地上部の緑化基準面

積が0㎡となりますが、敷

地内を緑化しなくてもよ

いですか。

地上部基準緑地面積は0㎡です。ただし、建築物上基準緑地面積と接道部の基

準緑化延長が満たされるように敷地内の緑化をする必要があります。

9 避難通路部分（窓先空地

等) を緑化したいのです

が、緑地面積に算入でき

ますか。

緑地面積に算入できます。ただし、避難通路は動線の妨げになるものの設置

は認められませんので、低木等の植栽はできません。

　よくあるご質問
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No 質問 回答

10 天空でない緑地面積を

計画緑地面積に算入でき

ないことは確認済みです

が、軒下の高さが十分あ

り、生育が望めそうな場

合でも算入できませんか。

軒下からの高さが10m以上ある場合に限り、軒先と植栽地のなす角10°までの

範囲は天空でもなくても緑地面積に算入できます。

計算例：軒先までの高さが10mの場合軒先から1.76mの

範囲が面積算入可能です。

　　　　　　10m ÷ tan 80 = 1.76 m

11 駐輪場の屋根や壁を緑化

する場合は、建築物上緑

化に算入できますか。

算入できます。建築物である駐輪場の屋根部分、壁面部分の緑化は、通常の

建築物上緑化と同様に面積に算入できます。

12 建築物上緑化は壁面緑化

のみでもよいですか。

基準緑地面積を満たしていれば可能です。

13 ベランダ緑化は天空では

ないのですが、緑地面積

に算入できますか。

緑地面積に算入できません。面積に算入できる部分は天空となっている部分

のみです。

14 屋上緑化は、芝生ではな

くセダム、コケでもよい

でしょうか。

セダム、コケなどを利用していただけます。天空部分であって植物によって

緑に覆われている部分であれば、緑地面積として算入できます。

15 外回りのフェンスにつる

植物をからませて緑化す

るフェンス緑化は建築物

上緑地面積に算入できま

すか｡

フェンス部分への緑化であって、建築物・工作部壁面への緑化の誘引資材が

ないものは建築物上緑地面積には算入できませんが、接道部緑化延長に算入

できます。なお、計画書提出の際には接道部緑化の緑化内訳の壁面緑化の欄

に延長を記入してください。

16 立体駐車場等の建築基準

法上では工作物となる壁

面に緑化を行った場合は

壁面緑化の面積に算入で

きますか。

工作物への壁面緑化も計画緑地面積に算入できます。ただし、敷地境界部に

近接した塀・目隠しフェンスなどの壁面への緑化､及び独立した誘引資材のみ

による緑化は含めないものとします。

17 土留めのために設けた擁

壁に誘引資材を設置し壁

面緑化を行った場合は面

積に算入できますか。

土木工作物である擁壁への壁面緑化も面積に算入できます。

10°

80°

面積算入部分

10m以上
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18 建築物上緑化において折

板屋根や傾斜屋根は控除

になりますか。

建築物上緑化基準を算定する際の控除面積には算入できません。

原則として、控除面積に算入できるのは、天空である建築物屋上部分に配置

される設備機器の投影面積、及び緑化計画の手引きに記載のもののみです。

ただし、「斜線規制等によって生じる傾斜したパラペット」や「逆梁」は水平投

影面積を控除することができます。

19 緑化ブロックを使用する

場合の緑地面積、接道部

緑化延長はどのように計

算するのでしょうか。

緑化ブロックを使用して緑化した面積×緑化率（カタログ値）%=緑地面積で

す。緑化ブロックを使用する際は緑化ブロックの緑化率がわかるカタログな

どを添付してください。緑化ブロックを使用して緑化した部分で接道部から

10m以内の見通せる範囲は、接道部緑化延長に算入できます。なお、その際

には接道部緑化延長は100%緑化ブロックが敷設されている延長の合計を算入

できます。

平板ブロック等を利用した緑化ブロックに相当する緑化舗装を使用する場合

は、緑化率がわかるカタログの代わりに、緑化率がわかる計算図を添付して

ください。

20 道路に面する壁面緑化は

接道部緑化延長に算入で

きますか。

建築物上緑地面積に算入できる建築物や工作物への壁面緑化のほか、接道部

フェンス緑化も接道部緑化延長には算入できます。

このほか建築物上緑化は地上高15mの範囲内で遮蔽物がなく、接道部から見

通せる場合は、樹木の植栽のある屋上等・ベランダの緑化も緑化延長に算入

できます。（建築物上緑化による接道部緑化への算入には、樹木本数は求めま

せん）

21 敷地面積が3,000㎡に満た

ない敷地で緑地幅員が1m

未満である場合に、緑化

延長1mにつき中木以上の

木を2本以上植栽するこ

と、とあるが緑化延長が

0.5m以上1m未満になる場

合や端数がある場合は何

本植栽すればよいですか。

幅員が1m未満の場合の植栽本数は下記の通りです。

【幅員が1m未満の接道部の長さ(m)× 2 (本/m)】

（端数切捨て）

緑化延長< 0 . 5m→ 0本

0. 5m≦緑化延長< 1m→ 1本

1m≦緑化延長< 1 . 5m→ 2本

また、緑化延長として算入したい延長に対して、中木の樹木本数が不足して

いる場合は中木1本あたり0.5m/本として、算入できる延長を計算します。

【植栽する中木の本数×0.5m/本】

控除対象部分
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22 敷地面積が3,000㎡に満た

ない敷地で、緑地幅員が

1m未満である場合に、高

木を植栽します。接道部

緑化延長として算入でき

ますか。

中木5本→高木1本で代替することができます。

23 既設建物内用途変更の場

合は、緑化計画書の提出

が必要ですか。

緑化計画書を提出する必要はありません。

（江東区みどりの条例施行規則第4条(1)、(2)より）

24 既存緑地が大量にある敷

地で、建築物を増築しま

す。新規の緑化は必要で

すか。増築にあたる建築

面積は150㎡以上です。

緑化の基準が満たされていれば新規の緑地は必要ありません。既存緑地の緑

化計画書を提出してください。ただし、既存の緑地面積が、基準緑地面積に

足りない場合は新規の緑化が必要です。

25 2項道路の関係上、道路境

界線のセットバックが生

じるのですが、セットバ

ック部分を緑化基準を求

める際の敷地面積から控

除してかまいませんか。

建築基準法の敷地面積と同じ面積から緑化基準を計算してください。

26 植栽してはいけない樹木

はありますか。

江東区みどりの条例では、植栽してはいけない樹木はありませんが、外来生

物法に指定されている生態系被害防止外来種の植栽や人体に有害な害虫が群

生する樹木の密植はしないようにしてください。

（例）

要注意外来生物：トウネズミモチ、ニセアカシア等

人体に有害な害虫が群生する樹木：ツバキ、サザンカ等

27 フェニックス、ワシント

ンヤシ、フジは高木です

か。

高木ではありません。特殊樹木およびつる性木本については地被類に分類さ

れます。その他、タケ、ササ、トクサも地被類に分類されます。

28 植栽地において、必要な

幅員（奥行き）や土厚の規

定はありますか。

隣地境界等で幅員や日照条件から植物の生育が望めず、狭くて管理が出来な

い有効幅員0.5ｍ未満の場所に植栽された緑地は、緑地面積に算入できません。

このほか手引きP33の「植栽地のポイント」を参考にしてください。

また、緑化計画書に添付する緑化断面図には客土厚を記載してください。

29 屋上緑化に巣を作るウミ

ネコの被害を防止するた

めの対策を教えてくださ

い。

定期的に屋上の点検を実施して、人の気配を感じさせることが有効です。

この他に、フック、テグス（釣り⽷）、ポール、ネットの設置も効果があります。
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30 低木、地衣類を植栽する

際に目安となる密度はあ

りますか。

低木は4〜9株/㎡以上を目安に、 完了時に基盤が被われるように、葉と葉が触

れ合える程度に密植してください。

地被類は株（ポット）による植栽の場合、種類や苗の大きさに応じて 16〜44株 

（ポット）/㎡以上を目安に密植してください。

なお、樹種の性質等により、上記よりも著しく低い密度で植栽を計画する場

合は、事前に協議してください。

31 植栽する際に植栽地の幅

や客土圧に目安はありま

すか。

右の図を参考にしてください。

大高木等は実際に植栽する樹木

の生育に十分な植栽地幅・土圧

を確保してください。

なお、提出する図面には客土圧

をご記入ください。

　江東区では 「江東区みどりの条例」に基づく｢ 緑
化完了届」が提出され、 緑化認定を受けた建築物
等について、 特に優れた緑化が行われた物件は、 緑
化指導時に紹介させていただくことがあります。

事業者様へのお願い

　優れた緑化事例を調査するため、 緑化完了届
を提出していただいた翌年以降に、区の職員が
敷地内及び建物内に立ち入ることがあります。

　その際は、維持管理計画書に記載の維持管
理者様あてに事前にご連絡させていただきますの
で、維持管理者へお伝えいただくなど、ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

優れた緑化事例の収集及び紹介について

最低植栽地幅

100cm

※ 図面に客土厚を御記入ください。
※ 特に大高木等は実際に植栽する樹木の生育に
　 十分な植栽地幅・土厚を確保してください。

W

W

W=0.3m以下　9株/㎡ W=0.5m以下　4株/㎡

16本/㎡⇒植付間隔25cm
25本/㎡⇒植付間隔20cm
36本/㎡⇒植付間隔約17cm
44本/㎡⇒植付間隔15cm

植付間隔

植付間隔

地被類植栽例低木植栽例
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　建築計画地から半径500m程度にある公園
や河川などの水辺、ポケットエコスペースなどを
確認してください。
　また、平成30年度の調査結果については、区
のホームページに、「平成30年度江東区緑視
率等調査報告書」が掲載されています。現況植
生調査、鳥類や昆虫類の現況調査の結果も併
せてご参照ください。

図
トンボを指標種とした生息地
のポテンシャル評価
（江東区みどりの基本計画）
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